
■周術期等口腔機能管理算定フロー

患者持参

※一連の治療を通じて１回のみ ※一連の治療を通じて１回のみ

※手術前は、１回に限り算定 ※治療期間中、月１回に限り算定

※手術後は、手術を行った日の
属する月から起算して３月以内
に、計３回に限り算定

※同日に周術期等口腔機能にかかる管理計画の策定と口腔機能管理を併せて行った場合は、周術期等口腔機
能管理計画策定料と周術期等口腔機能管理料が同日に算定できます。

※術前に周術期等口腔機能管理計画を策定せずに、術後に当該計画を策定した場合でも、周術期等口腔機能
管理計画策定料を算定できます。

※周術期等口腔機能管理を必要とする患者でう蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併
症」、「周術期等口腔機能管理中」といった傷病名で算定できます。
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がん等に係る手術適応患者の場合
放射線治療又は化学療法
の治療期間中の患者の場合
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対象手術を実施した場合

周術期口腔機能管理後手術加算

２００点算定


